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東
北
ブ
ロ
ッ
ク
老
人
福
祉
施
設
協

議
会
（
渡
辺　

均
会
長
）
は
、
東
日

本
大
震
災
で
の
被
災
及
び
支
援
の
経

験
を
踏
ま
え
、
今
後
の
災
害
発
生
に

備
え
て
、
ブ
ロ
ッ
ク
内
の
各
県
協
議

会
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
県
内
で
の

相
互
支
援
協
定
が
整
っ
た
、
岩
手
・

宮
城
・
山
形
・
福
島
及
び
仙
台
市
の

各
協
議
会
が
相
互
に
支
援
し
合
う
協

定
を
締
結
し
ま
し
た
。

　

こ
の
協
定
締
結
に
よ
り
、
各
県
の

協
議
会
は
今
後
、
大
規
模
災
害
発
災

時
に
相
互
に
「
被
災
し
た
施
設
の
利

用
者
の
受
入
れ
」、「
被
災
し
た
施
設

の
利
用
者
を
受
け
入
れ
た
施
設
へ
の

応
援
職
員
の
派
遣
」、「
被
災
し
た
施

設
へ
の
応
援
職
員
の
派
遣
」「
食
料

や
生
活
物
資
、
応
急
措
置
に
必
要
な

物
資
の
提
供
」
等
を
行
う
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
災
害
の
規
模
や
被
害
の
状

況
等
か
ら
広
域
的
な
支
援
が
必
要
と

判
断
さ
れ
た
と
き
は
、
被
災
施
設
か

ら
の
支
援
要
請
を
待
た
ず
に
自
主
的

に
支
援
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

2
月
12
日
に
行
わ
れ
た
調
印
式
に

は
、
4
県
1
市
の
協
議
会
会
長
が
出

席
、
東
北
ブ
ロ
ッ
ク
老
人
福
祉
施
設

協
議
会
の
渡
部
均
会
長
は
、「
施
設
の

職
員
が
大
規
模
災
害
時
に
助
け
合
う

と
い
う
認
識
を
持
つ
こ
と
は
非
常
に

大
事
な
こ
と
で
あ
り
、
今
回
の
協
定

締
結
は
そ
の
意
味
で
非
常
に
意
義
が

あ
る
。
今
後
は
相
互
支
援
が
円
滑
に

行
わ
れ
る
よ
う
広
域
で
の
訓
練
も
必

要
と
考
え
て
い
る
」
と
語
り
ま
し
た
。

　

今
後
は
、
青
森
県
、
秋
田
県
の
準

備
が
整
い
次
第
、
あ
ら
た
め
て
「
6

県
・
1
市
」
で
の
協
定
を
締
結
し
、

さ
ら
に
災
害
等
へ
の
備
え
を
万
全
と

す
る
予
定
で
す
。

４
県
１
市
の
協
議
会
会
長
が

協
定
を
締
結

広 協 で域 定

害 備 る災 に え 災害時相互支援協定を締結
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